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内
閣
委
員
会
）

有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法

案
（
衆
第
一
八
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
領
海
、
排
他
的
経
済
水
域
等
を
適
切
に
管
理
す
る
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
有

人
国
境
離
島
地
域
が
有
す
る
我
が
国
の
領
海
、
排
他
的
経
済
水
域
等
の
保
全
等
に
関
す
る
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
、
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
の
措

置
を
講
じ
、
も
っ
て
我
が
国
の
領
海
、
排
他
的
経
済
水
域
等
の
保
全
等
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
人
国
境
離
島
地
域
」
と
は
、
自
然
的
経
済
的
社
会
的
観
点
か
ら
一
体
を
な
す
と
認
め
ら
れ
、
領

海
基
線
を
有
す
る
離
島
を
含
む
二
以
上
の
離
島
で
構
成
さ
れ
る
地
域
内
の
現
に
日
本
国
民
が
居
住
す
る
離
島
で
構
成
さ
れ
る

地
域
の
ほ
か
、
領
海
基
線
を
有
す
る
離
島
で
あ
っ
て
現
に
日
本
国
民
が
居
住
す
る
も
の
の
地
域
を
い
う
。

三
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
」
と
は
、
有
人
国
境
離
島
地
域
の
う
ち
、
継
続
的
な
居
住
が
可
能
と
な

る
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
そ
の
地
域
社
会
を
維
持
す
る
上
で
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
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四
、
国
は
、
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
の
た
め
必
要
な
施
策
を
策

定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

五
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

六
、
国
は
、
有
人
国
境
離
島
地
域
に
国
の
行
政
機
関
の
施
設
を
設
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
有
人
国
境
離
島
地

域
内
の
所
定
の
土
地
に
つ
い
て
買
取
り
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七
、
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
つ

い
て
、
そ
の
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

八
、
国
は
、
毎
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
計
画
の
円
滑
な
実
施
そ
の
他
の
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地

域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

九
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
内
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
係
る
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
の
低
廉
化
に
つ
い
て
特
別

の
配
慮
を
す
る
ほ
か
、
住
民
の
雇
用
機
会
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
事
業
に
係
る
一
定
の
費
用
の
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
適
切

な
配
慮
を
す
る
等
、
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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十
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効

力
を
失
う
。


